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今年の議会開院式
Riks da gsりppnaderi ar 

スワェーデンの新憲法が1975年 1月 1日から発

効となったことは、スウェーデン国民は百も承知

していたところであるが、 1月10日の議会の開院

式が全く新しい形式で行われたのを見て、国民は

現実問題として、新憲法の意味を改めて思い知ら

されたようである。

昨年までは、 1月の議会の開院式はスウェーデ

ンのもっとも豪華な、もっとも荘重な祭典であっ

た。あの合理主義的なスウェーデン人がどうして

かと不思議に思わざるを得ないほど、昔の夢をみ

るようなきらびやかなこの開院式の式典を、スウ

ェーデン人は大好きだった。式典の進行中の時聞

は、総人口の 5分の lはテレビの前に釘づけされ

るといわれていた。王宮内の「国家広間」とよば

れる天井の高い大広間で、式典は110年ほど昔、、

( グヌターフ三世がこの場所で始められた式典の伝

統を守り、古式に法って今日まで引つづき行われ

てきたものである。王冠のついた王座には、へノレ

メリンの毛皮のマントを敷いて国王が最高の正装

で着席され、王の右側には歴代の王に伝わる宝石

をちりばめた王冠が、左側には宝剣がおかれる。

王妃王女は長いトレーンをお裾持ちに持たせなが

ら入場する。居並ぶ高位高官は礼装に勲章をつ

け、夫人たちは揃いの宮廷服を着る。外交団は色

とりどりのお国ぶりの正装で一廓を占める。王室

親衛隊がこの日だけの昔風の制服で式典に奉仕す

る。そうして国王は神に加護を祈られてから、通

常国会の開会を宣せられるものであった。国民か

らみれば、平生身近に感ずる平民的な国王を主役

にして演ぜられる古典劇を見る気持で、楽しみだ

評議員小野寺百合子
Yuriko Onodera 

ったのであろう。新聞雑誌は毎年欠かさずその模

様をこと細かに報導するのが常であった。

憲法改正案は、 16年間にもわたる審議検討の

未、 1973年春、議会で一回可決され、その年の

秋、総選挙を経たのち、 74年春、新メンパーの議

会にもう一度上程されて可決され、本年の 1月 1

日発効の運びとなったものである。前王グスター

フ六世はこの経過の最中に、総選挙の前日崩御に

なった。 1974年の開院式がどうなるだろうと、実

は国民は片睡をのんで案じる気持でいたのだが、

お若い新王によって、開院式は先王の時代のまま

古式通りに行われた。新王にとっては最初で最後

の開院式、国民にとってもこれが見納めと、新聞

雑誌は惜しみなくページをさいて式典の様子を報

道した。

しかしこの時点では翌75年の開院式がどんな形

式のものになるかについて、何一つ決まっていた

わけでなく、人々は想像のしょうもなかった。と

かくもの事は、変るだろうとは予期されても、人

の気持には惰性があるものだし、特に愛するもの

に対しては執着が強いものだから、今年の開院式

の思いもよらない有様を見たスウェーデン国民

は、たしかにショックを受けたらしい。
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新憲法になっても国王が国会の開会を宣せられ

ることは定められているのだが、国王が王宮の中

へ議員を召集される祭典ではなく、国王が議事堂

へ出向かれる儀式に改まったのである。それにし

ても、諸事あまりにあっさりと簡単に終ってしま

ったのに、大部分の国民は落胆をかくせなかった

ようである。

スウェーデンの国会議事堂は、 1905年から1970

年まで65年間は王宮の前の議事堂が使用された

が、二院制の廃止、一院制の発足とともに、議事

堂はストックホノレム新市街の中心地に新しくでき

た文化センターの中に移った。本格的な議事堂が

出来るまでの仮のものとはいえ、内部の設備万端

が近代技術を網羅しているといって、引越当時評

判であった。しかし外観は一つのモダーンビルデ

イングのーフロアーであるから、一国の国会議事

堂として威容はない。

議事堂には王座はないから、開院式の式典用に

は、演壇の前に特別のプラットホームがしつらえ

られ、その上に前列に 5脚後列に 3脚の同じ型の

椅子が並べられた。国王は前列中央に、右に国会

議長と首相、左にベノレテイノレ殿下と侍従長、後列

には 3名の副議長がそれぞれ着席した。そこで国

王は短かく通常国会の開会を宣せられた。1"背広

の国王が、エスカレーターで議会の開院式へ」と

いう見出しの写真入り記事は、不満や落胆ばかり

か悲しみさえこめられていた。

旧憲法というのは1809年にできた政府法と、

1866年にできた議会法が主幹をなし、王権と議会

の権力とは 5分5分というものであった。以後今

日に至る歴史の中で、度々条項の修正があってだ

んだん王権は後退し、主権在民の趨勢が強まって

いきながら、 1974年12月末日まで通用した。

新憲法はその第 1章第 1条に

すべての公的権力は国民から発生する

としてあり、国民は、国民が選出する代表を議会

に送ることによって、公的権力を行使するという

意味が改めて明文化されたわけである。国王は国

家の代表者として国家の象徴的地位に留まり、政

治的権限は大きく後退した。この憲法改正はスウ

ェーデンにとって、まさに「平和裡の革命」であ

るといわれるほどの歴史的大事件なのである。

国王の権限縮少の第ーは、カーノレ15世以来 100

年聞にわたって、王宮内「閣議の間」で国王を議

長として行われた閣議が廃止されたことである。
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1974年12月30日に王宮最後の閣議が聞かれ、国王

は席上でこの閣議を廃止する旨を宣せられ、パノレ

メ首相が国王に感謝の辞を奉って、 100年の歴史

の一場面に幕がおりた。今年からは閣議は内閣の

閣議室で首相が議長になって行われる。新年早

々、王宮最後の閣議の写真と、内閣での最初の閣

議の写真が発表された。列席の閣僚の顔ぶれは同

じ、着席順序もほぼ同じで、ただ国王とベテイノレ

殿下が居られず、シャンデリヤの下で緑布をかけ

た長方形のテーブノレが、テーブノレかけのない円卓

に変っていた。

次の国王が法律や政令に署名される必要がなく

なった。それで今後は「法律第O号、ヌトックホ

ノレム王宮にて」と、必ず法律の冒頭についていた

言葉は見られなくなる。

スウェーデンは今までよく Kunqligaすなわち

Royalの字を使用した。今後はなるべく、 Kungl

igaを使わないようにということになったが、外

国へ出しているスウェーデン大使館は引きつづき

Royal Swedish Embassyと称する。またスウ

ェーデン駐在の外国大使の親任状も引つづき国王

に捧呈するときまった。しかし細かい事柄で実際

問題としてどう処理してよいか迷う場面が、今後

さぞ続出するだろうと予測されている。

しかし象徴国王の地位には、思いの外大きな権

限が残されている。その一つに国王は重大な政治

問題について希望されるならば、報告閣議を召集

されることができる。そのときには 「閣議の間」

が使用される。

国王は引きつづき陸、海、空三軍の最高階級に

あって、戦争に関する権力についての最高責任者

であられる。また外交会議の議長という重要ポス

トも持っておられる。

新憲法制定の際に問題となった一つに、女子の

王位継承を認めるかどうかということがあった。

スウェーデンには従来から女子に王位継承権はな

かったが、王室筋は強くそれを希望されていた。

与論調査によれば、国民の大多数は王制の存続を

希望し、そのために女子の王位継承を認めるべき

だという意見を持っていると出た。市民党の各党

も憲法改正の際に、女子の王位継承権を組み入れ

ようと努力したのであったが、社民党と共産党の

否決にあって、ついに成立しなかった。現国王は

独身で、王位継承権のあるのは叔父に当られる62

歳のベノレテイノレ殿下お 1人である。国王が結婚さ



れでも王子をもうけられなv、限り、王制は現国王

で消滅してしまう運命にある。女子の王位継承を

頑強に認めない人々の意図するところは、王制の

自然消滅をねらっているのである。この問題につ

いてデモクラート(穏健党〉はまだ希望を捨て

ず、特別委員会をつくって運動を起している。成

功の鍵は中央党と自由党がどれほどの支持をする

かにあるが、勝ちえすれば憲法の条文の変更はわ

けないことといっている。

スウェーデンはたしかに平和のうちに憲法改正

に行った。その効果は今後徐々に現われてくるこ

とになろう。合理的なスウェーデン国民のことだ

から、旧制に対する感傷が過ぎれば、新制憲法を

上手に運営していくことであろう。

医療問題の研究シリ ーズ (1 ) 

厚生省の昭和49年度厚生科学研究として、 「スウェーデンにおける医療供給体

制と保障制度一一日本の場合との対比において」という課題で、当研究所の西

村所長が主任研究者となれこのほど以下に紹介する内容の研究報告が行われ

たので、本号以降に連載しご高覧に供します。

(目次と執筆者〉

総 括 スウェーデン社会研究所所長 西村光夫

1. スウェーデンにおける老人医療供給制とその動向 大阪医科大学教授吉田寿三郎

2. スウェーデンの医療保障の特質一一経済学的考察 当研究所理事、中央大学教授丸尾 直美

3，スウェーデンの医学教育 当研究所評議員、早稲田大学教授中嶋 博

4. スウェーデンの医療制度に関する問題点 当研究所顧問小野寺信

5. スウェーデンにおける医薬品の供給体制等について

6. スウェーデンの健康保険制度

7 精神病患者の入院に関するスウェーデン国の法律

北陸製薬株式会社高橋 文

当研究所評議員小野寺百合子

癌研究所蕨岡小太郎

以上

本報 告 の 念公
'I'，t.、 十吉

社団法人

スウェーデン社会研究所所長 西

福祉国家の建設は、誰にも異存のない国民共通

の目標になっているが、その内容は、経済的根拠

の変動によって、段階的に変化していくもので

ある。

1970年代もまた新しい旋回期である。ことに石

油問題を契機として、世界の先進諸国は、一様に

省資源・節約経済の段階に入り、産業構造も、折

からの公害問題を介して- 1"脱工業化」傾向が促

進され、第三次ないしは第四次産業が盛大化し、

さらに今日の社会の種々の難問題の根拠が人口の

都市密集化にあるとして「反都市化J 1"過密・過

疎の均分化」の方向へ現代の社会政策は打出され

るべきことが今日の底流となってきた。

村 夫光

したがって、こんにちの日本の社会保障政策の

中心線をなすべき医療政策も、転換期に直面して

いる。日本の福祉は日本の土壌に即して建設され

るべきことはいまさら言うまでもないことである

が、近代の社会問題解決のためにそれを克服すべ

き新しい社会創造の線でつねに工夫と実験とを試

みることに一歩ないし数歩の前進を示してきたス

ウェーデンの施策の跡を検討し、その長短を論議

し、摂るべきものを摂ることは、日本の福祉を考

えるうえできわめて必要な一線であるように思わ

hる。

社団法人スウェーデン社会研究所は、さきに厚

生省より上記の課題で研究の委嘱を受け、そのス
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タッフの手によって、これに応えるべき論文集を

編んだ。

吉田寿三郎教授の論文は、日本が老齢化社会と

いう未経験の段階に入ろうとするに当って、従来

の考え方に大旋回を工夫すべきことを、スウェー

デンの例を引いて主張される。ことに「収容ケア

から家庭中心ケアへ」そのほか七か条の示唆はき

わめて有意義で、あると思われる。

丸尾直美教授は、経済学の面からスウェーデン

医療保障の特質を論じ、医療の高度化、大衆需要

の高度化につれて、スウェーデンを参照しつつ、

何らかの意味で自己が責任を分有する態勢への旋

回は不可避であろうと示唆される。

中嶋博教授は、スウェーデン医学教育の改革線

を紹介しつつ、9項目にわた って日本のそれへの

改革の示唆を提言されている。ことに臓器取換え

などの技術の進歩と並んで、医の倫理がスウェー

デンでは制度的にも重視されていることは、日本

にとっても示唆浅からぬものがある。

小野寺信氏の論文は、進んでいると見られてい

るスウェーデン医療の中に、たとえば患者が待た

されること、 1T列しなければならないこと、その

ほか種々の問題点を紹介し、そういう現象の背景

も解明して充実した読みごたえのある論文となっ

ている。種々考えさせられることが多い。

高橋文氏の医薬品の供給体制に関する論文は、

スウェーデン独特のフアマシーカンパニーという

公的機関の制度・機能について、よく解明・説明

されている。ひと口に「国営」といえば、日本で

は大いに驚かされるし、すぐに官僚化として批判

されやすいであろうが、スワェーデンではそれが

薬局組合の長い歴史を発展的に結実させたものだ

と解明されたことは、なるほどと読者をして納得

せしめる切れ味の良さである。

小野寺百合子氏のスウェーデン健康保険制度概

説は、厚生省などでは十分に資料をおもちかもし

れないが、巷間流布のものとは異なり最新の資料

に基いていて価値は高い。

最後に付録として蕨岡小太郎氏の「精神病患者

の入院に関するスウェーデン国の法律」の紹介と

コメントが付加されている。身体の商から心の面

へと病気の重心が次第に移ってゆくかに見える現

代において、治療と人権と社会との調和という大

切な問題に参考となる線が多いと思われる。

以上、この論文集は、いずれも原書を参考に

し、オリジナルな統計資料を適切に活用している

線でも、他所には求め得ない充実した作品になっ

ており、いささか託された任務を果たしえたもの

と思われる。 以上

スウェーデンにおける老人医療供給体制と

その動向一日本の場合との対比

老人の医療問題は、医学の限界を含み一一多岐

にわたるサービスを包摂しなければよくその目的

を、現実性ある施策として、果しえないことを前

提として、下記の研究報告を検討されたい。

1 )長寿国スウェーデン、その内容と対応

国土のすが北極圏内にある地勢からみてもスウ

ェーデンはまことに厳しい自然環境下にある。パ

イキングは日本の八幡船にも比すべきものであろ

うが、彼らの心情には北辺の厳しさから暖地へ脱

出する憧れを秘めていたことは否みえないであろ

う。しかし、ことにナポレオンとの戦には痛まし

い敗北を喫した、それ以後、北欧の指導者らは、

恵まれない土地を開拓してなんとか安全で豊かな

生活を打樹てたい意向へ転向した。すなわち、社
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大阪医科大学教授 吉 田 寿三郎

会開発を目的とする生産開発としての産業の高度

化に努力した。

産業の高度化は物的豊穣をもたらす。その反面

公害などのマイナスを伴う。人口集中、都市化、

住宅難、アパート化、次いて出生率の低下、それ

による人口構成の歪み、この査は物的豊穣を支え

るヤング・ソサエティから消費性向の強いオノレド

.ソサエティへと時の経過とともに難題を持込ん

でくる。産業高度化は物的生活水準を推し上げる

が、人間関係のはげしい疎外を起す。また豊か

な物的条件と最新の医学の進歩が相待って、貧困

と感染症との制圧を成功させる。これがスウェー

デンをして世界に先駈けて長寿国の名を成さしめ

た。



ところが、その内容は、老いて益々旺んになっ

たための長寿ではなく、おおかたは、貧窮や感染

症患というキラーを制圧したための、弱っても淘

汰されず生残ることに因るものである。人口構成

の歪のマイナス面がでると、老人人口が増加す

る。老病弱者ならびに障害者が急増する。病質は

一変し病量は増大する。つま り、スウェーデンで

もそのケアは多様化するとともに人的物的施設の

増嵩を要請し労・資両面において、個人的とも社

会的にも、その負担が急増した。

スウェーデン政府が、老病弱者の急増の見透しに

たま りかねて、老人ケア調査委員会を作ったのは

1952年であった。 広汎な調査の結果をまとめた報

告書が1956年提出された。翌57年、スウェーデン

議会はこれを受けて老人問題の対応策を次のよう

にきめた。

人口老化の進展と機を同じくして社会構造が変

化した。その結果老人を援助することが緊急事に

なった。まずこの種の援助は広域社会が与えるべ

きものである。経済保障、適切な住宅、在宅ケア

授産、 医療、施設収容など系統的でかつ徹底した

社会福祉の手をのべるべきであるとした。

なお、老人問題を困難にする主な原因は医学の

限界であるが、心理上、社会上の原因もある。住

居問題、ホーム・へノレプなども大いに論ぜられま

た経費のかかる収容ケアを節減、他方老人を仕業

やその他で社会から隔絶することを極力防ぐべき

ことの大切さを指摘した。このようにして老人ケ

ア対策の原則は結局、 「老人に対し自分のモダン

な家に、たとえ病弱や障害があっても、できるだ

け長く滞まるようにする」こととした。

2)ケア対策理念の大転換

このような収容ケアから家庭ケアへの大転換は

単なる老人ケア調査委員会の理念ではなく、すで

に潜行していた。その兆を述者は1959年在瑞しば

らくにして気付いた。実はその後、上記の報告書

のあることを知った。

サーピスは地域社会で行われる。その個性に粉

飾されてはっきりしないが、一且気付いてみる

と、地域をかえ国をかえても一一このようなケア

理念の転向を前提とすると解明しやすい現象を認

めた。まだ大勢は欧州大陸の長い伝統である収容

ケアを主張するものが大部分ではあったが、ケア

の転換を確信できた。

欧州大陸では、社会を当惑させるケースを収容

してケアする長い伝統をもっていた。伝染病、精

神病はもちろん、精薄、老病弱者も収容ケアした。

この長年の努力が結晶した立派な施設もある。訪

問者が魅了されるのもむりのないととろであろ

う。永い伝統を一転するにはそれ相当の動因を必

要とすると考え思いをめぐら した。当時述者の考

えた動因の主なものは、

まず、老人人口の急増による病弱者ならびに障

害者の激増であった。その経費の増大は耐え難い

ものであるが、その労力を補充することがまたま

ことに困難であった。今日も医師、看護婦などの

不足に悩み、他方福祉社会の労務条件の改善、 高

度の専門化などでマン・パワーの確保難に哨いで

いる。

次は、民主主義の成長・浸透とともに収容ケア

は一種の と隔離ミであり、基本的人権の侵害であ

る。全く止むを得ない最短期間に収容はとどめる

べきである、との認識が生れ広まった。

第 3には、現代リハビリテーション医学が教える

ところとして、収容ケアによる心身の活動制約

は、ことに老人において、容易に活力を萎擁させ

社会性を低下、人間性を失墜させる。ために依存

度が大き くなり社会の負担は増大する。と同時に

老人の人間としての尊厳を傷けることになる、な

どであった。

これら動因は今日みておおかた正鵠をえた考察

であったといえるであろう。

1972年には 4か月に亘って欧州13か国を遍歴し

た。そのときは、家庭中心の老人ケア対策を大方

の国の当事者ははっきりと是認した。たとえば、

西独は老人対策で遅れをとっていた。そのミュン

へンで立案中のケア対策の中心理念は家庭ケアで

あった。

3)健康への投資と病弱な生残者の扱い方

1959年から61年とかけての在瑞時、医師でない

当事者の多くはた老いてますます旺んであればミ

とするポジティブ・へノレスを主張して老人対策を

論じた。しかし医師、ことに老人科領域で、指導的

な役割を 占める医師はと医の限界ミを前提 とし

て、老人対策の厳しさを認識していた。そして、ス

ウェーデンの良識がこの線での対応をすすめた、

と思う。

これに対し、イギリスではその見透しが甘かっ

た。そのために一時福祉国家の典型とイギリスを

云わしめた。有名な社会保障案をつくったベパリ

ッチは健康への投資は回収されるとした。つま
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れより健康者をつくり生産は上る。幸福はより

増大する。それはさらに健康を増進する。という

観念論に立った。彼の考えにもとづいて国民保健

・医療事業法、 HNSを導入実施したベパンも、

健康への投資は20年は安定するとした。

ところが、イギリスの現状が雄弁に物語るよう

に、人力のっくりだす老令期は冷酷な、弱って

も死ねない生残であった。健康への投資は生残の

累積となって、社会の耐え難い重荷となった。し

かしー且点じた健康への要求は停止できないもの

であることも事実である。

スウェーデンは 2回の大戦にも地の利が幸いし

また自ら守る備えも堅くて中立を堅持できた。大

国の武力戦に時をかせいて巨利も博した。他方中

道主義の経済体制をとって、資本制の生産性と共

産制の分配性を按配して、自他共に認める世界最

高の福祉国家を北辺の厳しい自然のなかに建設し

た。

このような高い生産性と適正な分配性を実現し

た社会でも、高福祉を支える高負担は、高令者の

増加とともに、その重荷がとかく問題になってき

ている。他方武力戦が予防戦争以上のものであり

えない核抑止下の今日、経済戦、思想、戦が主力に

なった。少数民族のもつ経済的な弱さは否定でき

ないところであろう。

之に加えて、老人のケアには医の厳しい限界が

ある。これを緩和し効率を上げるために他のサー

ビスとの協働が必要である。また、医の進歩なら

びに生活条件の変化などで病質が変化した。慢性

経過、後遺症の多様性などからア・ラ・カルト的

処方が必要になる。など、これらサービスは組織

化されそれもワン・ドア・サービスへ凝集される

必要がある。

したがって、サービスの単一化、同一レベノレ、

統一化などが要請される。また高度なサービス程

人的にも物的にも供給力に厳しい限界があるか

ら、重点主義的な利用が必要になる。そのために

もサービスの組織的な提供が必要になる。

4)経済原則をj請すケア対策

しかも、これらサービスは最小の労費および施

設をもって、最大の活力、社会性及び人間性を獲

得する。このような冷徹な経済原則を満足するこ

とが必要である。そして現実性の高いものである

ことが、老人急増の現実に対応する緊急の措置だ

けに必須の要件である。
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ここにと老人も人であるミという民主主義理念

を中核とするケア対策理念の導入が必然のこにな

る。というのは、上記したように、たとえかなり

の病弱や障害があっても社会にあって自主独立の

生活をすることに老人に努める。また社会はその

ように自助を援助する義務がある、とする民主主

義精神が要請される。

これにまさに答えうる医学としてリハビリテー

ション医学-WHO専門委員会は第4の医学と称

しているーが実効を挙げるようにしつらえられる

ことになる。社会はかかる体制を整えなければな

らない。スウェーデンでは、述者初回在瑞時、病

院その他老人施設はもちろん、家庭にまでリハビ

リテーション医学の原則がすでに及ぼうとしてい

ることを知った。そして、オルド・ソサエティに

おける第4医学の重要性を認識させられた。

イギリスはNHSにより国営医療に戦後踏み切

った。保健・医療の単一化、統一性を実現したわ

けであった。しかしナショナノレ・レベルのコント

ローノレが強く、とかくオyレド・ソサエティの複雑

な実情に則さない嫌いがあった。昨今広域レベノレ

への権限の委譲が行われようとしている。このた

め大きな改組が進行中である。

また、中央政府においては保健・社会保障省は

さらに内務省所轄下にあった社会サービスを包摂

して、諸サービスの総合化体制を敷いている。し

かし財政力は依然中央政府がつよいし広域当局は

中央の出庖である。このようなピュロオクラティ

クな弊害を高い民度が抑圧して改組の実をあげう

るか一一いましばらく観察しなければ、なんとも

言えないところであろう。

これに対し、スウェーデンではナショナノレ・レ

ベノレ、カウンティ・レベノレおよび、ディストリク

ト・レベノレで、それぞれの財政的な裏付けもあり、

それぞれがかなり高いオートノシーを保持してい

る。

5)カウンティ・レベルヘ保健・医療サーピスの

実権集中

以来は大方国立であった精神病院も今日はカウ

ンティ・レペノレに為営の権限と責任が移管され

た。病院を初めとする医療の開発・経営の首導権

はカウンティ・レベノレへ単一化され統合されてい

る。以前国の雇用であった公医もほとんどが今日

はカウンティ雇用である。という次第で、保健・

医療サービスの実力はカウンティ・レベノレにあっ



て国はこれを支援する。他方ソシアノレ・サービス

はディストリクト ・レベルの為営である。

具体的にいえば、23のカウンティ・カンシノレ・

エリアにわかれ、これが広域として 7つのレジオ

ンにまとまっている。(図 1参照〉。なお病院は

分科のない一般病院、中央病院および広域病院の

系統化が整然としている(図 2参照〉。さらに一

般医、専門医のつめる医療センターが増設されて

いる。

また、中央政府においては、その有力な機構で

あるナショナル・ボードが、たとえば以前は保健

.医療とソシマノレ・サービスにわかれていたが、

今日は一つのボートに統合されている。といった

工合で保健・医療とソシアノレ・サービスとは密接

に共働するよう要請されている。

スウェーデンでは、この国政の長い経過の次第か

ら、下層の声がよく上層の政治機構に及ぶ組織づ

くりができている。一見テンポは遅い。しかしト

ライ・アンド・エラで着々改組が静穏裡に運んで

いく。

保健・医療サービスについて、この20-30年間

の変革を紹介すると、 1951年カウンティ・カンシ

ノレが以前救賓制のもとにあった慢性病に責任をも

つことになった。つまり、他の医療と同等の扱い

をすることになったわけである。

1955年には国民健康保険が導入され全国民権病

時一定の収入を保障されるようになった。

1963年には国が雇用していた地域医官をカウンテ

ィの地方政府が雇用することになった。

1967年には精神保健について地方政府にその責

任が委譲された。

1969年には社会保険制度が大きく医療費を引受

けた。たとえば、外来患者は従来大きな自己負担

があったが、最大15SKrを支払えばよいことにな

った。

さらに、 1970年には病院外来と地域医官の料金

引下げをねらって、患者治療の均一制度が導入さ

れ12skrになった。この改革と同時に、公職につ

く医師は一以前は上位医師は私的ペッドを院内に

もって、私的患者を扱えたが一給与制度になっ

て、患者から直接料金をとれなくなった。

入院費は 1日当り患者はlOskrを払うが、実際

は400skr以上を公費で負担している。病院外来で

は12skrを患者は払うが、実際は訪問一件につい

て48skrを社会保険で支払っている。往診は20skr

を患者が負担する。なお年金受給者は365日以上

入院すると、その後は一日当り 15skr支払はなけ

ればならない。以前は私的開業医は差額徴収自由

であったが、今日では、これら医師を訪ねる場合

も患者は20skr均ーを支払えばよいことになった。

以上でわかるように、医療経費は主に地方所得

税など公費で賄い、これを社会保険が援けている

格好である。

因みに、イギリスでは 100%国営医療、すなわ

ち税金など公費支弁制を戦後とった。しかしなに

かと私費支払が多くなった。これに対応して任意

保険が息を吹きかえすなどの現象がみられる。と

ころが、スウェーデンは、上記のように、公費、

保険両立てながら公費のワェートが重くなり均一

制にな ってきている。 両国ともに、老病弱者や障

害者の急増がこのような傾向をつくった大きな要

因と考えられる。

6)老人サーピスのユニット化

イギリスにおいては、つとに老人サービスのユ

ニット化が試みられ好成績を納めている地域があ

った。 1960年、イングランドのサンダラン ド訪問

時、ユニット化によって 9年聞に、病床はむしろ

減少しながら、取扱い患者実数10倍以上、死亡率

ーを へ減少の成績を挙げた実績を紹介された。スウ

ェーデンにおいても最近はユニット化の傾向がと

みにたかまってきている。

述者は、家庭と収容施設の二大機能とその聞に

介在する媒体という第3の機能をもっ構成の老人

サービス・ユニットを考想している (3図参照〕。

このユニットをサービス協働の観点からみると、

医療を含む保健サービス、教育を含む労働サービ

スおよび住宅その他を含む社会福祉サービスから

成立っている。ここで、スウェーデン、イギリス

など福祉国家では、教育を含む労働サーピスをユ

ニットからオミットしている点を注目されたい

(ユニット論については拙著「日本老残」小学館

1974年参照〉 。

イギリスのグラスゴ一大学老年医学科のW'F'

アンダーソン教授が考想する。老人ケア・サービ

ス・ユニットは、人口 2-3万の 7-10個のコム

ニティ・へノレス・センターを含む人口20万地域に

おける病院管区地域を考えている。これはあらゆ

る年令層を対象とした組織のうちで、老人サービ

スを行うとしている。そして上記センターはソシ

アル・サービスの拠点でもある (4図参照〉。
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これに対し、スウェーデンのヨーテボリ大学老

年医学科のA ・スパンボノレイ教授の考想する老人

ケア・サービス・ユニットは、老人科サービス・

センターと呼称するように老人のみを対象にして

いる (5図参照〉。

病院のエックステンション・サーピスとみられ

るメディカん・センターの設置が増加・強化の傾

向にあることは既述した。これにはフノレ・タイム

の専門医も配しているものもあり、家庭により近

い存在で、家庭ケア中心への対策転換の一助とも

考えられる。

他方、老人サービス・センターなるものが展開

されていて、 PT、OTサービスを含む広い社会

サービスがーか所でまとめて行われていく傾向に

ある。

これはイギリスにおけるデイホスピタノレを含む

デイ施設一一述者が媒体と称する機能を果たす一

要素ーの展開であるが、なお保健・医療サービス

と社会福祉サービスとが一線を画している憾みが

深い。中央病院などにも社会サービス部が組込ま

れている。けれども眼にみえないセクトの壁がな

かなか破れないようである。この点、でデンマーク

やノノレウェーにおける両サービスの一体化ははる

かにすすんでいると思う。
Concentrate Tyoe of unit for the al!ed 

7)華庁地にコンセンドレイト・ユニッド

最近は 2-3万住民を象対に、保健・医療サー

ビスならびに社会福祉サービスが住宅サーピスと

一括されて、密度の高いサービス・センターを設

置するようになってきている。ヨーテボリのレブ

ゴノレデットはその一例である。ここにはチヤノレマ

ス工科大学都市計画科J・オリーブグレン教授ら

の設計したサービス・センターがある (6図参

照〉。これは述者のサービス・ユニット論におい

てコンセントレイト・サーピス・ユニットと称し

てきた、まさにそのものすばりである。

15年ばかり前にはコンセントレイト・タイプに
Separate type 

対しセパレィト・タイプと述者が名付けたタイ

プのユニットを西欧の当事者らは将来の理想、と

した。そして述者は後者を75歳平均以前、前者を

75歳平均以後に必要なタイプと主張してきた。当

時欧州ではコンセントレイト・タイプは救貧施設

のモダニゼーションした場合にとりやすいタイプ

と理解された。ところが、この節は新地に、上記

のように、きわめて集約度の高いサービス・ユニ

ットが設定されてきている。このような密度は、
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高令者の急増に対応するためである、と考えざる

を千尋ないことである。

と老人は人なりミと同時にと人は死ぬものな

りミである。老令期は、他の人生期と違って、死

を当然の課題としてこれにどう対決するか、老人

も社会も考えなければならない。産業高度化社

会、そして福祉社会において死の場の設定はどの

ように設けられようとしているか。コンセントレ

イト・タイプのユニットの新設は死を迎える形

が、弱って死ねない生残期のケアの場のウェート

を果すウェートを高めた結果にもよるとみている。

上記サービス・センターには、ショッピング、

ピジネス、カノレチャラノレ、 レジョナノレの諸センタ

ーとともにメディカノレ・センタ一、ソシアノレ・ピ

ユローがある。諸々のサービスが密に連繋できる

ように展開している。このサービス・エリアにま

た家事援助その他では自立できないもののための

老人ホームとならんで死の床であるナーシング・

ホームが併置されている。

8)サービス再分配論と人間社会

日本ではようやくタウン・プラナーが物理的視

点から社会的視点へ眼を聞こうとしている ところ

である。スワェーデンのダウン・プラナーはこの

点ではるかに先を歩いている。その先端にある一

人がオリーブグレン教授であると思う。彼が展開

しているサービス・センターをもっエリアの幾っ

かに対応する老人科サービス・ユニットをスパン

ボノレイ教授は考想しすでに展開している。しかし、

長い福祉社会建設への努力がここまで追いつめて

きた老人への医療供給体制がこれで完結している

か、と問われれば、いまだ画竜に点晴を欠いてい

るといわなければならないで、あろう。これら高負

担・高福祉の努力も所詮は真の人聞社会建設の条

件の一部にすぎないからであるとつけ加えること

が必要であろう。

スウェーデン社会では高額な税負担は、これ以

上の徴税は働く意欲を萎廃させるところまできて

いる。そこで、オノレド・ソサエティでも、こ とに

若いものは高い税金を払っているから、老いた親

の面倒は国や社会がみるのが当然だと主張する。

また自分の老い先もケアしてくれるものと期待し

でさえいる。

しかし、国家やその他公共体は、貨幣や官僚と

同様、人聞の観念の所産である。サービスに必要

な手も足も実はもっていない。その手足をもって



いるのは、その人、個人個人である。従って、も

し人が手足を弱者のために、老人のために使う温

いハー トを失ったならば、どのような高税を払っ

ても心温まるサービスは求められないことになる。
コトワリ

このように解りやすい理を、産業の高度化した

社会では人間相互の疎外がとかく著しく、理解し

ない風潮が支配する。ことに若いものが少くなっ

た消費性向の高いオノレド・ソサエティではそうで

ある。上記の疎外を、高度化した産業がもたらす

物的豊穣でカバーしようとしたのが、社会保障制

度であるともいえるであろう。

この財源として、ベパリッジは、労使聞のみな

らず人間一生聞におけを所得の再分配の必要を強

調した。彼の主張を実現しているのがイギリスで

あり、スウェーデンであり、いわゆる福祉国家で

ある、と述者は考えている。

これら福祉社会で、老病弱者や障害者が果して

優勝劣敗の生物法則を越ええて人間らしい生活を

しているであろうか。その実態に接するとき、物

的な豊穣さでは及ばないところが大きいと残念な

がら認めないわけにいかない、というのは、法や

社会が保障する物的なものもこれをケースにとど

けるサーピスを欠いては何の効用も発揮できない

ことである。人間も物的存在であるから物は絶対

的に必要であるが、人聞が人間であるためには、

ことに弱者の場合、心混まるサーピスが一層必要

である。またこれを欠いては物は生きて働かない。

物的豊穣を保証されながら存外淋しく孤立した

老病弱者を福祉社会で多くみかけ、すくなくとも

真の人間社会の実現には人間一生聞を通じての所

得の再分配に加えて、心温まる一金では買えない

サーピスの再分配が行われるような気慨が横溢す

ることが必要であると感銘したことであった。爾

来15年述者はサーピスの再分配を主張してきたわ

けである。

9)家庭、隣保そして地域社会ならびに職域社会

所得再分配は財政機構である社会保障制度で慨

ね実現できることは西欧福祉社会が示めしている。

では、サービス再分配機構はというと、これは人

間の結ぼれの上に考えるほかないであろう。男女、

親子親族、隣人、友人、 同僚、先輩・後輩、老若

家庭、隣保、職場そして地域社会が新しく上記の

観点から見直されなければならないことである。

資本制、共産制、中道制などのような物の生産

や分配という次元を越えて一一高い人間性の発揚

が課題になる時代へとわれわれは導かれる。

文明 ・文化を啓発・伝承するために人聞には20年

以上の幼稚性が必要である。この問、ことに母親

の献身的なサーピスを必要とする。と同様に人間

の力がつくった、とかく弱く死ねない形で生残す

る、今後大多数の者が亨受する老令期を、人間ら

しく完結するには、若いものの力づよい支えが全

く必要である。

このような人の結ぼれを、どのようにして産業

高度化社会の中で創り出して行くか、その模索の

必要性を今日オリブグレン教授はようやくはっき

りと認識してきている。その彼がタウン・プラナ

ーとしての試みではどのようにしても真の人の結

ぼれをつくり出す環境設定のできないことに行き

ついた、と訴えた。この辺りで一一東洋医学が、

病質の変化によって、西洋医学に対し、新しい位

置づけをされようとしているように、東洋の教養

文化が、人力が創り出した老令期によって、西洋

のそれに対し見なおされてくるのではなかろう

か、とも考えている。

老人医療を含むケア問題で西欧福祉社会、こと

にスウェーデンから示唆を受け学ぶところは多

い。しかし、その根本的解決法をここに見出そう

と求めても所詮は無理なようである。 30-40年先

彼らをはるかに凌駕するオーノレド・ソサエティに

なる日本としては、この苦難な時代を首尾よく切

抜けるため、彼らの示唆するところを十二分に考

慮するとともに、その理論においてもその手段に

おいても、新らしく創造しなければならないごと

を覚悟すべきであろう。

次に、上記したところから彼我の差違を拾い上

げてみると。

(1) 日本も結構平均寿命を延長している。その

内容は、やはり弱って死ねない生残が大部分があ

り、真の寿命延長ではない。戦後つくった未曾有

の人口構成の歪のネガティブな局面が、 30-40年

先に必然的に到来する。しかし、今日日本はその

歪のポジティブな局面であるヤング・ソサエティ

の最中にあって、オノレード・ソサエティの厳しさ

を深刻に受けとめ準備しようとする気構えすらな

U、。

(2) 永年の伝統である収容ケアから、家庭ケア

中心への、ケア対策の大転換は欧州でいよいよ明

白になってきている。しかし、日本の指導はとか

く施設に魅了されている。大転換の次第を十分検

討しようとはしていない。また世情はと老後は老

人ホームミ式のその場逃れの観念論がいまだ横行

し、老人マンションが広告されている。

(3) 社会福祉が金科玉条のようにいわれ、ことに

健康へ投資することの意味などはいまだ一顧を受

けるにも到っていない。生残の厳しさにトライ・

アンド・エラを繰返えしながら着々対応に苦心し

ているスウェーデンには学ぶところが多い。

9 



病院ーっとってみても、国営あり県立あり法人

立あり私立ありである。分布・分科・規模も全く

まちまちである。なんらの系統化もみとめられな

いのが日本の現状である。また、メディカノレ・ス

タッフの中核である医師はその多数が、労働政策

の臭いの強い社会保険にスポイルされ、薄利多売

の薬売りになりさがって、信頼は地に落ちてい

る。看護婦、その他のメデイカノレ・スタップの確

保・養成も意の如くなならい世潮である。

このはげしい混沌の状態から、老人の急増にと

もなう病質・病量の多様化・増嵩に対応する保

健・医療サービスの系統化・統合化を、どのよう

にして創り出せるか。さらに、他の諸サービスと

どのようにして協働体制をとりうるか全く思案せ

ざるを得=ないところである。

(4) 保健・医療サーピの経営主体に関し、英国

は国営にふみ切り、スウェーデンは公営に一辺倒

している。これは患者からみても医師側からみて

も、サービスの自由な選択性を著しく制約してい

る。医療スタッフの給与制とともに、そのサボタ

ージが一層サーどス供給の幅を狭ばめている。病

院診療のアホ。イントの時聞は 1日に30分しかなく、

アポイントできても待機させられることがしはし

ばである。ということになる点はまたよく検言サし

なければならないであろう。このような人聞のも

つ本性につながる問題に、どのように解決をつけ

るか、スウェーデンでも行き詰りがみられる。

(5) 老人サービスのユニット化について保健・

医療上の効用は論ずるまでもないところである。

むしろ、これを日本という土壌で、どのように実

現していくかである。モデノレ的な設営実験を理論

的研究と併せ行って、デモンストレートするほか

ないと思う 。

(6) 21世紀初頭にかけ、日本の人口はなお3.00

0万前後増加する。 30万都市、 100個を新設しなけ

ればならない。大都市で積上げ、るか。その周辺あ

るいは遠隔の地に設定するか、人口増加は多産に

よるのびはなく少死による老人急増によって起る

ことを留意しなければならない。すなわち、老令、

化する人口が納まり自立し生産にも寄与して、し

かも消費なり負担なりを増さない町づくりが必要

である。コンセント・ユニットイ七したサービス・

センター・システムを、都市計画にあたって、今

後十分考慮し、その実現を期さなければならない

であろう。これが経済原則を満す老人の医療体制

というものであるからである。

(7) サービス再分配機構の創造は、日本が近い

将来迎えるオノレド・ソサエティは、人的物的両資

源澗枯のもとで人間らしい老後をお互が完結する

10 

ために一一物的な乏しさをよくカパーしおおせる

人間性の開発・高揚を、どのようにして可能にす

るかを意味している。その思索とその方便を創 り

出さなければならない宿命にある。このための教

育・啓発が必須であり、その素材として、北欧福

祉国家一一イギリスを含めーーにおける実態の紹

介は大いに役立つのではなかろうか、と思う。そ

のポジイティブ、そのネガティブの実相を卒直に

イ云えることによって・
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DISTRICTS AND REGIONS FOR 
HEALTH AND MEDICAL CARE 
HEALTH ANO MEOICAL CARE OISTRICTS: 

Counly Councils districts: 

AB = Stockholm 

C =Uppsala. 

o =Sodermanland 

E ;;;: Ostergotland 

F =Jor:koping 

G ;;;: Kronoberg 

H =Kalmar 

K ;;;: S:ei<inge 

L = Kristianstad 

M = ~tal 作、 b hU$

N = Halland 

o =Goleborgs & 

Bohus 

P == Ai'.'sborg 

R = Ska'aborg 

S =Varmland 

T =O'ebro 

U = Vastmanland 

¥'/ = Kop~arberg 

X = Gavlebo'g 

y =、asternorrland
Z ::..;jamtland 

AC = Vasterbotlen 

60 = Nor ~bo::en 

Municipal川 esoutside the counly councils 

I =GJ!land 

UM=・!aimo
OG = G 'J: ebo~g 

POPULATION "， '97' IN THE HEALTH 

ANO MEOICAL CARE REGIONS OF: 

1. Stockholm 1 605596 

2. Uppsala 1 247440 

3. Linkoping 931 027 

4. Lund-Malmo 1 432731 

5. Goteborg 1 446834 

6. Orebro 788977 

7. Umea 639177 

8091 782 
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老人サービス ・ユニット

型

型

h
v
A
h
リ

越
同
φ
市

分

集

，t
j
、E

目、
フイ・タ

-
R
B
 

V
〆ユ

福祉(含住宅その他)サービス

就労(含教育)サービス

Z 凡

ii31. 

一 般 病 院

特殊病院

精神病院

リハビリテーション部

慢性病院

ナーシング-ホーム

精薄ホーム

老人福祉ホーム

シニルタード ・ ホ ー ム

レジデンシャル ・ホーム

ベンショナス・ホーム

老人福祉村

ボーデイング・アウト

な ど

施
Rゐ『

モナ収

外来臨床部

ホロー・アップ部

ハーフウェイ・ホーム

ショート ・ ターム施設

医学リパビリ・センター

授産リパビリ・センター

シェルタード・ワークショップ

デイ ・ ウォード

デイ・ホスピタル

デイ・セ ン タ ー

デイ・クラブ

ケース・コンフェレンス

ナ イ ト ・ ホスピタル

ナイト・クラブ なと

媒庭

ホーム・ドクタ一

保健婦

ホーム・ナース

メデイカル・ソーシァル・ワーカー

セラピスト (PT.O T"')

栄 養士

ホーム・へルパー

ソーシァル ・ ワーカー

教 育家

宗教家

フレンドリー・ ビ ジ タ ー

授産カウン セ ラ ー

住居相談係

ラ イブラリアン など

戸~

型K

， 

228 書経 新日

福祉国家の人びと
内側から見た

幸子
定価 480円

ン

菊池

212頁

-ア

立正女子大学教授

ニ乙ウス

者著

著者のことば一一

私の体験のなかでとらえたスウェーデン人の生活を、子ども、若もの、中年、

老人と世代別に、生活様式、人間関係、価値観などの面から分析した。

福祉の実験国といわれる先輩国スウェーデンを人間の生活レベルの視点から

再検討し、孤独な老人たちゃ非行少年の問題など、いくつかの福祉社会のひず

みも指摘している。適切な人間対策なしでは真の福祉国家は実現できないと考

えたからである。

日本経済新聞社
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イギリスの医療サービス・システム(老人サービスを含む)

身体脆弱者ホーム

精神脆弱者ホーム

20ホデ 区

万 スイ 急 性 病 床

人ピス 老 人 科
Jタレ ト

教 精 ヰ申 科
サク

育 外 来 吉E
ビ デイ・ホスピタル
ス 病

セラピスト(栄養)

継続治療

病院付属棟

スウェーデンの老人サービス ・システム

福祉サービス

社会烏ケア部 老人科センター

医療サービス

メデイカル ・セ ンター

専門医

ホーム
ヘルハー

ナイト
シッター

ソーシャル
ワーカー

長期病院

インテンシブ -ケア

リハビリテーション

外来部 ・デイ・ホスピタル

ナーシング ・

ホーム
トランスファ・コミティ

家 庭

内科医

外科医

老人科医

社会局員

長期病院医師

他病院医師

精神老人科医

ケア・センター

患
者
分
類

待 機 患 者

14 



‘ r. 、.、.
..... ~ '-_、二' 今-ー../ .‘、← h

官、I 、.:.，;....'，;_ --_! 
旬寸‘t..守 L

-p 

' ・

15 

p、

・、ー.C.. 

'-.-1 

戸司、、

2
コ
α
↑zuυ
凶

υ一
〉
区
凶
一

ω
ト
凶

O
M出
《

O
〉

O
J



第
三
種
郵
便
物
認
可

昭
和
“
年
四
月
お
日

最近のスウェーデンの社会・経済ニュース

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
研
究
月
報

昭
和
田
年
6
月
お
日
発
行

を同誌はあげている。

家庭暖房用に風力を利用

存在する事、新規受注高、金額で16%上昇す

中央統計局の発表によれば、産業界の新規受注

高は、時価で対前年比で16%上昇した。同時に、

産業界の生産者価格は24%上昇した。

新規受注分中、増加の度合が最も高かったのは

化学産業で、昨年比で45%の上昇であった。バノレ

プ、紙、印刷業界の受注は28%上昇し、鉄鋼及び

金属産業の受注も28%上昇し、一方造船を除く機

械産業は27%上昇した。林業界の受注は 9%低下

し、造船の新規受注は54%減少した。

1974年末の産業界全般の受注残は、時価で前年

末よりも13%増大している。全体の受注残にしめ

る輸出分の割合は、 57%から55%へと若干低下し

た。

" 

第
7
巻
第
6
号

毎

月
1
回
お
日
発
行

スウェーデン、世界最大のファイバー

ボード輸出国に

編
集
責
任
者
高
須
裕
三

発
行
所
社
団
法
人
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
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エネルギーに関する機関設立さる

王位科学アカデミイは、エネノレギーと生態学に

ついての新しい国際機関を設立することが、最近

公表された。この機関はストックホノレム国際平和

問題研究所 (SIPPI)と同じ方向で活動を行う。

この動きはチェノレ・アンド・メノレタ・ベイエノレ

財団 (Kjell& Marta Bejjer Foundation)の

手によって始められたもので、同財団はこの機関

に対して、最初の10年聞に毎年平均して 1，200万

クローナ (7億8，000万円〉の助成金を与える予

定である。

さらに同アカデミイに対しては、この機関の入

る新しい建物建造の為に、さらに300万クローナ

(1億9，500万円〉の基金が与えられる事となろ

う。このなかには研究部門及び講演会が含まれて

いる。

高度なレベノレの外部からの研究者も、この機関

の研究計画に参加する。この機関は、様々な固か

らの科学者の委員会によって統制をうけることに

なる。

風力を用いて家庭暖房を行う実験が、現在国家

電力庁 (SwedishState PowerBoard)の手で

行なわれている。風から電源をとる 2キロワット

のプラントによって、スウェーデン西部にある家

庭 2軒を暖房するという実験である。

スイス製のこのプラントは30，000クローナ (19

5万円〉かかる。その性能についてはヨテポリの

k チヤノレメルス技術研究所 (ChalmersInstitute 
of Technology)が測定し、同研究所はさらにこ

の風力による暖房プラントについての研究を続行

することになっている。

1974年に、同庁は電力発電源としての風力につ

いての研究を行った。この風力は、大規模なエネ

ノレギー源としては、経済的でないと考えられてい

るが、セントラノレヒーティング用の発電としては

可能性があるものと考えられている。この実績か

ら現在の計画が始まっている。

スウェーデン木材及ひ守パルプ・ジャーナル誌

(Swedish Timber & Wood Pulp Journal) 
の木質ファイパーボードに関する記事に依れば、

スウェーデンの木質ファイパーボードの年産量は

約70万トン、総額5億クローナー(邦価約325億

円〉に達した。

スウェーデンは1920年代から木質ファイパーボー

ドの生産国であれアメリカ及びソ連についで、

世界第三位の生産国である。スウェーデンは世界

全体の輸出高の25%をしめて、代表的な輸出国と

成っている。

全生産高の約5害jは輸出に向けられており、そ

の約8割は欧州向けである。最大のシェアをしめ

るのは英国で約40%である。

また人口 1人あたりの消費量も、毎年40キロを

こえて極めて高い。これと比較すると、ノルウェ

ーは30キロ、フィンランド及びカナダは20キロず

つである。世界全体の平均は、 1キロである。

ファイパーボードの価格は、急激な上昇の後、 ‘

最近は低下してきた内市場供1975年まで弱ふ《み

で、今年末には若干の上昇がJ期待されている。生

産能力は、ここ 2年ばかりは変化がないであろ

う。
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O
円

ファイパーボードの全世界の消費量は、長期的

には大巾に増大するものと考えられている。その

理由として、新しい用途が生じることと、特に

欧州にいまだ利用されていない潜在市場が大きく

16 




